
１.施設の概要

㎡ ㎡

(福)愛媛県社会福祉事業団事務局
えひめ障害者就業・生活支援センター

２.施設設置の経緯等

身体障害者福祉法
身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準

設 置 年 月昭和57年10月１日

公の施設（指定管理者施設）のあり方検討調査表

施 設 名 愛媛県身体障害者福祉センター

所 在 地松山市道後町２丁目12番地11号 所 管 課障害福祉課

％）

〔施設設置後 26

社会福祉法人　愛媛県社会福祉事業団 県 の 出 資 額
（ 出 資 割 合 ）

年 6 月経過 （平成21年4月1日時点）〕

〔延床面積〕

指定管理者名

施 設 の 内 容

施 設 の
規模・構造等

〔敷地面積〕 5,900.00

10,000

相談室、診察室、機能回復訓練室、体育館、運動場、会議室、研修室

千円 （ 100.0

施設設置に係る
総 事 業 費

744,434 千円

〔 構 造 〕本館　鉄筋コンクリート造２階建  1,801㎡　体育館　鉄筋コンクリート造平屋建 1,099㎡
3,329.40

昭和55年9月に答申された総合福祉センター調査研究委員会報告をうけて、県は在宅福祉、地域福祉を基本
として、心身障害者等に対し、各種相談、医学的判定、機能判定、診療、リハビリテーション、生活訓練、職業
訓練等に応じるとともに教養の向上、スポーツ、レクリエーション等に必要な総合的機能を備えた利用施設の
整備を図るべく、総合福祉センター整備計画を作成した。当施設はその計画の一環として整備されたものであ
る。折りしも国際障害者年である昭和56年に向け、厚生省が在宅障害者の福祉サービスへの需要の変化に
対処し、その社会参加を一層促進するため身体障害者福祉センターの整備を図ることとし、「身体障害者福祉
センター設置運営要綱」を定め各都道府県に昭和56年4月に通知した。これらを受けて当施設は昭和56年か
ら57年にかけて建設、設置された。

入 居 す る
機関・団体名

施設設置の経緯

根 拠 法 令 等
又は関連する
計 画 ・ 構 想 等



３.施設の目的及び効果等

・ 身体障害者の生活、医療、訓練、職業、住宅、結婚等の各種相談に応じる。
・ 整形外科、耳鼻科医師による診察、医療相談を実施する。
・

・ 身体障害者のスポーツ利用のために体育館、運動場を提供する。
・ 身体障害者に対するスポーツ教室を開催し指導を行うほか、スポーツ大会や体験イベントを開催する。
・ 身体障害者等を対象として、身体障害者に適するスポーツのルール、基本プレー、実技等の講習を実施する。

・ 身体障害者が安心して自立した生活を送れるようにする。
・ 身体障害者の教養を向上させる。
・ 身体障害者の社会活動への参加及び自立を促進する。
・ 身体障害者がスポーツを通じて健康の増進や機能の回復及び向上を図る。
・ 身体障害者がスポーツを通じて集団の中での協調性や責任感を育て、生活意欲を高める。
・ 身体障害者スポーツに対する関係者の正しい理解と認識を深める。

・

・

・

・

・

４.施設を取り巻く環境の変化

・

・

・

今後予想される
環 境 変 化

障害者の社会参加に対する認識の向上や健康志向の高まりなどにより障害者のスポーツ活動に果たす役
割がますます大きくなる。

施 設 設 置
当 初 と 比 べ た
環 境 の 変 化

平成１８年度から導入された指定管理者制度により、指定管理者である(福)愛媛県社会福祉事業団の意
識等の改善が図られ、サービス向上と経費削減が実現された。

障害者の社会参加の増進等により、生涯スポーツ等へのニーズが増大し当施設利用の需要が伸びてい
る。

施 設 設 置 の
効 果

平成19年度の施設利用者数は39,337人に上り、身体障害者の社会参加に大きな役割を担っている。

平成19年度に相談室、診察室及び機能回復訓練室を利用した人は4,290人であり、身体障害者の自立・
更生の促進に貢献している。
平成19年度に体育館及び運動場を利用した人は24,544人であり、身体障害者のスポーツ活動の拠点とし
て大きな効果を果たした。
平成19年度に愛媛県身体障害者スポーツ講習事業として講習会を15回実施し、262人が受講し、身体障
害者スポーツに対する関係者の一層の理解向上に効果があった。
更生相談、リハビリ、スポーツ、レクリエーション指導等身体障害者の福祉の増進を図る事業を総合的に行
う施設であり、身体障害者にとって不可欠の施設となっている。

施 設 設 置 の
目 的 等
（ 手段と意図）

◆ 手　段 《どうすることにより・何を提供することにより》

障害の種類や程度に応じて、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、生活指導員など各専門職
員によって、総合判定を行い、各個人に応じたリハビリプログラムを策定し、そのプログラムに沿った機能
回復訓練や補そう具装着訓練などを行う。

◆ 意　図 《どのような状態にしたいのか》



５.施設の利用状況

利用料金を徴していない。

相談室

診察室 年間診察実施日数（６３日）
年間診察実施日数（６５日）

機能回復訓練室 年間訓練実施件数（３７３件）
年間訓練利用可能件数（３７６件）
※訓練日：月、火、木、金曜日の午前・午後　

体育館 年間利用日数（３４５日）
年間開館日数（３４５日）

運動場 年間利用日数（３４４日）
年間開館日数（３４５日）

会議室 年間利用日数（２１８日）
年間開館日数（３４５日）

研修室 年間利用日数（１９１日）
年間開館日数（３４５日）

約 ％ 約 ％

身体障害者及び他の障害者に対する障害者福祉の増進に寄与することを目的として事業を実施している。

約 ％ 約 ％ 約 ％ 約 ％ （推計）

機能回復訓練等の一部事業については、利用者が松山市内及びその周辺部に限られるが、その他の
相談、診察、スポーツ指導、施設の提供業務については、県内全域から利用がある。

0割 合 30 40 30

0

◆ 「特定の地域や団体等への偏りの有無」の視点

県　　　　　　内
県　外

東　予 中　予 南　予

99.7%

63.2%

55.4%

利用の傾向等

◆ 「施設の設置目的に対する実際の利用状況」の視点

目 的 内 目 的 外
割 合 100

施 設 の
内 容 ご と の
利 用 率

(19年度実績ベース)

施　設　の　内　容 年間利用率等 左　記　利　用　率　等　の　算　出　方　法　等

- 相談日を設定していないが、来所及び電話等により年間
229件の相談があった。

96.9%

99.2%

100%

41,063 42,000
( 人 )

利用料金収入
の 推 移 0 0 0 0 0

(千円)

利用者数の推移 35,479 38,701 39,337

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度(見込) 参　　考　　事　　項



６.行政サービス水準の確認

無 今治市障害者福祉センターのぞみ苑 無
（今治市障害福祉課）

新居浜心身障害者福祉センター
（新居浜市障害福祉課）

宇和島市障害者福祉センターむつみ苑

（宇和島市福祉課）
松山市身体障害者福祉センター

（松山市障害福祉課）

・

上 記 内 容 を
踏まえた上での
現 在 の 行 政
サ ー ビ ス 水準
に 関す る 考察

身体障害者の福祉の増進を図る事業を無料で総合的に実施している施設であり、県立施設として維持し
ないかぎり施設の存続は不可能である。よって、身体障害者の福祉サービス水準を維持するために、県立
施設としての維持が必要不可欠である。

(直営・指定管理)

参　考　事　項

県 内 の 類 似 ・
代替施設等の
設置等の状況

県　　立　　施　　設　　等 市　 町　 立　 施　 設　 等 民　　間　　施　　設　　等

かがわ総合ﾘ
ﾊﾋ゙ﾘﾃー ｼｮﾝ
福祉セン
ター

管理運営体制
指定管理 直営 指定管理 指定管理

有 無

（
有
の
場
合
）

施　 設　 名

広島県立障
害者ﾘﾊﾋ゙ﾘ
ﾃー ｼｮﾝｾﾝ
ﾀー ｽﾎ゚ ﾂー交
流ｾﾝﾀー

山口県身
体障害者
福祉セン
ター

徳島県立
障害者交
流プラザ

徳　島 香　川 高　知

県立の同種又は
類似施設の有無

無 無 無 有 有 有

他 県 （ 中 四 国
各県）における
同種又は類似
施 設 の
設 置 状 況

県　　　名 鳥　取 島　根 岡　山 広　島 山　口



７.施設の運営コスト

保険料（火災、自動車）
年度末修繕費用等

保険料（火災、自動車）
年度末修繕費用等

保険料（火災、自動車）
年度末修繕費用等

保険料（火災、自動車）
年度末修繕費用等

８.施設が廃止された場合(「“県立”でなくなった場合」を含む)の県民生活への影響

・

９.施設の見直しに当たっての課題等

・

県内の身体障害者への福祉サービスが大幅に低下し、身体障害者のリハビリと健康増進、社会活動への参加・自立、いきが
いづくり、障害者スポーツの振興などの面で、障害者とその関係者の生活に甚大な悪影響を及ぼす。

主として障害者が利用する施設であり、見直しに当たっては障害者等と十分協議する必要がある。

Ｈ２０
（協定額） 50,404 995

50
945

Ｈ１９
（協定額） 53,247 50 50

0

50 50
0

Ｈ１８
（協定額） 56,000 50 50

0

(施設設置～)

Ｈ１６まで 約

Ｈ１７
（予算額）

62,477

年　度 委託料（千円）
そ　の　他　、　施　設　の　管　理　運　営　に　要　す　る　費　用

合計金額（千円） 左記の内訳及び項目ごとの金額（千円）

経過
年数 21 年約 80,000 千円 ×1,680,000 千円

区　分 施設の管理運営に要した経費 合計 左　　　記　　　の　　　積　　　算

平均的な
年間経費


